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職種 役職 区分 介護福祉士要件
特定処遇改善

加算手当
処遇改善
加算手当

処遇改善
支援手当

ブロック長、グループ長 0

事業所長 月額　6,000円

ブロック長、グループ長 0

事業所長 月額　6,000円

ブロック長、グループ長 0

事業所長 月額　6,000円

ブロック長、グループ長 0

事業所長 月額　6,000円

副所長、リーダー、
サブリーダー、一般職員

保有している
月額　10,000円

（１時間当たり60円）
月額　30,000円

（１時間当たり170円）
月額　6,000円

（１時間当たり35円）

副所長、リーダー、
サブリーダー、一般職員

保有していない 0
月額　30,000円

（１時間当たり170円）
月額　6,000円

（１時間当たり35円）

看護職員
副所長、リーダー、
サブリーダー、一般職員

月額　12,000円
（１時間当たり70円）

0
月額　6,000円

（１時間当たり35円）

支援職員
副所長、リーダー、
サブリーダー、一般職員

月額　5,000円
（１時間当たり30円）

0
月額　6,000円

（１時間当たり35円）

その他現業職員 一般職員
月額　5,000円

（１時間当たり30円）
0

月額　6,000円
（１時間当たり35円）

レンタル営業 係長、主任、一般職員
月額　5,000円

（１時間当たり30円）
0

月額　6,000円
（１時間当たり35円）

レンタル事務 係長、主任、一般職員
月額　5,000円

（１時間当たり30円）
0

月額　6,000円
（１時間当たり35円）

入浴営業 係長、一般職員
月額　5,000円

（１時間当たり30円）
0

月額　6,000円
（１時間当たり35円）

事務職員 係長、一般職員
月額　5,000円

（１時間当たり30円）
0

月額　6,000円
（１時間当たり35円）

エリア長

部長、次長、課長

以上

職場環境等要件について
上記の様に、職員一人ひとりの資質の向上につながる様に、教育研修を実施することはもちろんの事、安全・安心な環境で仕事に従事して頂けるよう、法定の定期健康
診断に加え、年１回のストレスチェックの実施、インフルエンザ予防接種の実施等、職員の皆さんの心身の健康管理に留意しています。また、半期毎に評価面談を実施
することで、業務評価だけではなく、職場環境の改善に向け、率直な話し合いができるような機会にできればと考えています。
なお、当社は、正社員転換制度を設けており、一定の要件を満たせば、全ての非常勤社員の方々に正社員転換を行って頂くことができる体制を設けています。

＜令和３年度実績＞　　　　　　　　　対象人数　約２７００名
　　定期健康診断の実施　　　　　　　概算所要費用　１８，９００，０００円
　　インフルエンザ予防接種の実施　　概算所要費用　　８，０００，０００円

その他
この「特定処遇改善加算」「処遇改善加算」及び「処遇改善支援交付金」は、時限的な施策として実施されており、将来、加算が廃止される可能性があります。加算が
廃止された場合は、これらに対応した当社の各種施策も、同様に廃止もしくは縮小されることがあり得ます。

Ｂ

Ｃ

キャリアパスについて
介護職員の皆さんに対し、業務上必要な知識を習得して頂くために、入社時の雇入時研修や、毎年の法定研修を実施しています。また、受講に際しては、報告書を提出
して頂くことで、その習得状況を確認しています。業務マニュアルについては、映像化を推進し、いつでもマニュアルの確認ができる体制を構築しています。一方、特
定の役職／職責を担って頂く場合には、階層別／職能別研修を受講して頂き、職責／職務に応じた知識を習得して頂いています。加えて、介護福祉士等の資格取得を目
指す方々に対しては、自習テキストの配信や模擬試験を実施する等の支援を実施しています。
その方のスキルや資格取得などの自己啓発を評価するため、等級制度に連動した評価制度の導入を進めています。

管理者手当（サービス提供責任者）の増額

賞与の増額

８，０００円から１０，０００円に増額して支給しています。

５，０００円から１５，０００円に増額して支給しています。

入社以降の経過年数及び職位や等級に応じて設定された基本となる金額を上昇させ、支給しています。

当社では、従来より取得している処遇改善加算に加え、令和２年度より特定処遇改善加算も合わせて算定しています。更に、令和４年度からは

処遇改善支援補助金も受給していることから、以下のような内容で、従業員の皆さんの処遇改善を行っています。

基本となる考え方

保有期間が５年以上

基本となる手当額一覧

特定処遇改善加算の算定あたり求められている「Ａ：知識経験を有する介護職員」「Ｂ：他の介護職員」「Ｃ：その他の職員」の区分については、以下の基準に従い分
類しています。

「Ｂ：他の介護職員」

「Ｃ：その他の職員」

「Ａ：知識経験を有する介護職員」

管理職（所長、施設長、ブロック長、グループ長）を担って頂いている介護職員で、
介護福祉士資格を保有し５年以上経過している方

Ａに該当しない介護職員

Ａ，Ｂに該当しない職員（看護職、支援職、事務職、営業職などが該当

保有期間が５年未満か、
保有していない

介護職員

看護職員

支援職員

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

月額　60,000円

月額　30,000円

月額　30,000円

0

0

令和４年度　特定処遇改善／処遇改善／処遇改善支援補助金施策に係る
当社の処遇改善施策について

（）書きは、非常勤社員に対する処遇。なお、毎月の勤務実績（所定労働時間のみ）に当該単価を乗じて支給します。

基本給の増額

資格手当（介護福祉士）の増額

当該手当額には、４５時間分の所定労働に対する割増分を含んだ形で、支給しています。

その他の賃金施策

管理職 0 0 0

介護職員

月額　60,000円

月額　50,000円

月額　40,000円

毎年４月に、経験年数、評価により定期昇給（０～５０００円）を行っています。



月額の時給換算 31900÷172＝185.5円

残業代１（60時間まで） 185.5円×1.25×60時間＝13,912.5円

残業代２（60時間超） 185.5円×1.50×15時間＝　4,173.8円

残業代合計 18,086.3円＜18,100円（固定支給額）・・・・・・・・・・ＯＫ

手当金額（本体）＝ａ 手当金額（過払い分）＝ｂ 手当金額＝ａ＋ｂ

1ヶ月に75時間残業したとすると、

過払い手当の総額 １６０×ｂ

残業代１（60時間まで） ａ×１．２５×６０＝７５ａ 支払うべき残業代

残業代２（60時間超） ａ×１．５０×１５＝２２．５ａ ９７．５ａ

９７．５ａ　＜　１６０ｂ　であれば良い

過払支給額（残業代相当） 23×160＝3,680円

残業代１（60時間まで） 37円×1.25×60時間＝2,775.0円

残業代２（60時間超） 37円×1.50×15時間＝   832,5円

残業代合計 3,607.5＜3,680円（過払い支給額）・・・・・・・・・・ＯＫ

参考：訪問介護員の手当額（全員④扱いとする）

35

21

14

6,020

65

105

：支給額５０，０００円の場合

：支給額６０円／時間当の場合

以上

6,000

3,800

2,200

280

支援手当

105 158

支給金額（残業分） 16 21 33 48 65 65 97

支給金額（本体分） 24 34 52 77 105

９０分扱い

支給額 40 55 85 125 170 170 255

４５分以上 ６０分 ９０分

労働時間 １５分扱い ２０分扱い ３０分扱い ４５分扱い ６０分扱い ６０分扱い

29,240

検証

サービス提供時間 １５分 ２０分未満 ３０分 ４５分未満

月額換算（参考） 10,320 12,040 5,160

支給金額（残業分） 23 27 12

170

支給金額（本体分） 37 43 18

支給金額（時間当） 60 70 30

よって

非常勤職員の処遇改善手当

1,860 1,400

検証

計算式（非常勤）：所定労働時間に応じて支給する。

特定処遇改善手当

⇒所定労働時間の最も短い月（過払分が少ない月）に合わせて計算

処遇改善手当 支援手当

支給金額（本体分） 31,900 25,500 38,200 7,600 3,100

10,900

減額金額（日額） 3,700 3,250 2,800 560 230

6,300 19,100

支給金額（残業分） 18,100 14,500 21,800 4,400 1,9003,700

支給金額（月額） 50,000 40,000 60,000 12,000 5,000

＝
269.5

172

正社員の特定処遇改善手当、処遇改善手当、処遇改善支援手当

10,000 30,000

特定処遇改善手当 処遇改善手当

凡例 残業時間１：その月に行った残業時間の内、６０時間までの時間 ６０時間とみなす。
合計７５時間とみなす。

残業時間２：その月に行った残業時間の内、６０時間を超えた時間 １５時間とみなす。

所定労働時間 １７２時間　＝８時間×２１．５日

支給する
処遇改善手当

＝
処遇改善手当
（本体部分）

＋ 手当分残業代 ⇒
支給する

処遇改善手当
×

処遇改善手当
（本体部分）

手当分
残業代

＝
処遇改善手当（本体部分）×１．２５

× 残業時間１ ＋

× 残業時間
所定労働時間 所定労働時間

よって、月額賃金から処遇改善手当を取り出し、分けて計算しても差し支えない。

固定残業代のみなし時間を75時間と設定する為、賃金規程に従い、60時間以下と60時間超に分けて計算する。

処遇改善手当（本体部分）×１．5
× 残業時間２

所定労働時間 所定労働時間

所定労働時間

＝
基準内賃金×割増率

× 残業時間 ＋
処遇改善手当（本体部分）×割増率

2022/2/20

処遇改善手当の構造（残業手当を含むこと）に関する考え方

処遇改善手当及び特定処遇改善手当の月額には、７５時間分の残業代（割増分）が、含まれているものとする。
また、非常勤に対する手当は、残業代を想定し、割り増し分を含んだ形で支給する。

計算式（正社員）

残業代 ＝
（基準内賃金＋処遇改善手当（本体部分））×割増率

× 残業時間


